
承認船員制度に関する手続きの簡素化・見直しについて  
資料 ２－２ 

（

日本と承認取極を締結したSTCW条約締約国の資格証明書の取得 
（※日本側が承認する取極 １６カ国） 

（フィリピン、インドネシア） 

   
 

国によるチェック 
教育内容等に 現地調査

特定船員教育機関卒業 
（原則、商船大学等の船員教育機関） 

 
   国内海事法令講習受講 ： Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇの導入（陸上・船上で受講可） 
                     講習区分の統合・簡素化 
                                 （※実施基準等については通達で措置済み） 
 

新設

・教育内容等について現地調査、 
 評価を行い、選定 
・概ね５年ごとに教育水準の確認 

拡充 

 
                              

海技試験官による 
承認試験 審査員による審査 機関承認制度 

特定の船員教育機関を卒業 
した者について、承認試験等 
を省略

○制度の拡充 
・船長要件等の追加 

（適切な教育 訓練の修了等）

船長による能力確認 能力確認省略 

を省略（適切な教育・訓練の修了等）

・能力確認期間の短縮 
 （３月→１月） 
・対象国の拡大 
 （インド、ブルガリア、クロアチア、 
  ルーマニアを追加） 
（※具体化は通達にて措置済み）

国土交通大臣による承認 



船舶料理士資格取得手続きの簡素化 

【中間とりまとめの内容】  

パナ 政府認定講習 パナ 資格取得

 
 ① 船内調理能力の船長等証明要件の廃止      → 平成２３年４月１日、改正省令施行済 

 

 ② 船舶料理士試験合格と同等の認定講習制度の導入 → 実施機関において教材作成、認定取得等の上、導入       

【船社による任意講習】 
 

○ 研修実施機関： 船社の海外研修施設 Ｄ．ＳＥＣＯＪによる試験合格 
（人数により２ ３日間）

修
了
試

パナマ政府認定講習→パナマ資格取得

現 
 

行 Ａ．２０歳以上 

○ 講習内容   ： 座学（食品衛生学・栄養学等）・調理実習（５日間）           
   ＊受験を念頭に置いた過去問勉強 

船

 （人数により２～３日間）試
験 

Ｂ．１年以上の船内調理経験 

Ｃ．船内調理能力の船長証明 

[弾力的措置] 
・３年以上の船内調 

 理経験 
・船社研修施設の 

 能力証明 

② 試験合格と同等の講習として認定

船
舶
料
理
士

簡

② 試験合格と同等の講習として認定
 

※ 講習に使用する教材について、修得すべ  
き知識・技能について、網羅的に学習できる
内容に改めること等により、講習内容を充実 

資
格
取
得 

Ａ．２０歳以上 

Ｂ．１年以上の船内調理経験

① 廃 止 

簡
素
化
後 

Ｃ．【同等認定講習】 
 

○ 研修実施機関： 船社の海外研修施設 

年以上の船内調理経験

修
了
試

○ 講習内容   ： 座学（食品衛生学・栄養学等） ・調理実習 

パナマ政府認定講習→パナマ資格取得 

試
験 



【中間とりまとめの内容】 
E-learning による講習システムの導入等 → 承認船員の国内海事法令講習E-learning化とあわせ 新システム導入予定

衛生管理者・船舶保安管理者・危険物等取扱責任者資格取得手続きの簡素化 

     E-learning による講習システムの導入等 → 承認船員の国内海事法令講習E-learning化とあわせ、新システム導入予定。 
                            各実施機関において、教材作成等の上、導入。 

衛生管理者 

現
行 

【同等認定講習（STCW条約証明書受有者対象）】 
 ○ 研修実施機関： ＳＥＣＯＪ 

 ○ 講習内容： 座学（国内法令）/４時間、実習（止血・縫合等）/８時間 

衛
生
管
理

修了試験 

簡
素
化
後

【同等認定講習（STCW条約証明書受有者対象）】  
 ○ 講習実施機関： 船社の海外研修施設でも実施を可 

 ○ 講習内容： 座学（国内法令）/４時間、実習（止血・縫合等）/８時間 
＊座学（修了試験を含む。）・実習の一部をE-learning化による講習を可

者
資
格
取
得

修了試験 

後    座学（修了試験を含む。） 実習の 部をE learning化による講習を可
   ＊実習について、実習の一部をE-learning化講習化、受講者数の少人数化により、時間数の減を可とする 得 

船舶保安管理者（ＳＳＯ） 

【講習（STCW条約証明書受有者対象） 】 
 ○ 研修実施機関： （独）海技教育機構 

○ 講習内容(修了試験含)/時間数 座学（国内法令等）/３時間

船舶保安管理者 
資格取得

簡易なE-learning 講習化 
により船上受講を可。

現行 簡素化後 

 ○ 講習内容(修了試験含)/時間数： 座学（国内法令等）/３時間 資格取得り船 受講を可。

危険物等取扱責任者 

現行 簡素化後 

【講習（STCW条約証明書受有者対象） 】 
 ○ 研修実施機関： 船社の海外研修施設 

 ○ 講習内容/時間数： 座学（国内法令）/２時間 

 

E-learning 講習化により 
船上講習を可。 

危険物等取扱責任者 
資格取得 

現行 


